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放送規律の全体像
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出典：総務省「放送を巡る諸課題に関する検討会」第１回資料



放送の「公共性」
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ü 放送法は健全な民主主義の発達への貢献を放送に期待
し、放送に携わる者の職責を規定

ü 放送はこれまでのメディア環境を前提にして、
①受信料を財源とするＮＨＫと広告収入を財源とする民間放送に
よって（二本立て体制）、
②複数の放送局が安定的に（多元性）
③地域に根ざして（地域性）
④専門職能としての倫理に従い（ジャーナリズム・専門性）
⑤多様で質の高い番組を制作・編集し放送（多様性・質の確保）

として現実に国民の間に普及し、高度化してきた

ü 同時・同報の信頼される基幹的メディアとして公衆
(public)を包摂・形成＝放送の「公共性」
} 災害放送等は、放送の公共性の要件ではなく帰結



（参考）放送に関する最高裁判例
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ü 最判平成15年10月16日

「テレビジョン放送をされる報道番組においては、新聞記事等の場合とは異な
り、視聴者は、音声及び映像により次々と提供される情報を瞬時に理解するこ
とを余儀なくされるのであり、録画等の特別の方法を講じない限り、提供され
た情報の意味内容を十分に検討したり、再確認したりすることができないもの
であることからすると、当該報道番組により摘示された事実がどのようなもの
であるかという点については、当該報道番組の全体的な構成、これに登場した
者の発言の内容や、画面に表示されたフリップやテロップ等の文字情報の内容
を重視すべきことはもとより、映像の内容、効果音、ナレーション等の映像及
び音声に係る情報の内容並びに放送内容全体から受ける印象等を総合的に考慮
して、判断すべきである。」

ü 最判平成20年6月12日

「これらの放送法の条項は、放送事業者による放送は、国民の知る権利に奉仕
するものとして表現の自由を規定した憲法２１条の保障の下にあることを法律
上明らかにするとともに、放送事業者による放送が公共の福祉に適合するよう
に番組の編集に当たって遵守すべき事項を定め、これに基づいて放送事業者が
自ら定めた番組基準に従って番組の編集が行われるという番組編集の自律性に
ついて規定したものと解される。
このように、法律上、放送事業者がどのような内容の放送をするか、すなわ

ち、どのように番組の編集をするかは、表現の自由の保障の下、公共の福祉の
適合性に配慮した放送事業者の自律的判断にゆだねられているが、これは放送
事業者による放送の性質上当然のことということもでき、国民一般に認識され
ていることでもあると考えられる。」



番組編集準則をめぐる議論
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番組内容に対する規律と行政
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ü 放送規律の一般的根拠論
電波の有限希少性、特殊な影響力（お茶の間理論）
→国民の知る権利へ奉仕する自由、基本的情報の供給、
部分規制論による基礎づけへ

ü 番組編集準則を倫理規範として理解・運用
→1980年代から番組内容に対する行政指導が行われる。
現在まで40件程度

警告, 2

文書による

厳重注意, 
28口頭による

厳重注意, 0

文書による

注意, 2

口頭による

注意, 2

出典：小町谷・三宅（34件を分析）

（行政指導の理由）
• 真実性 17件

• 「発掘！あるある大事典Ⅱ」（関西テレビ、2007年3月30
日）

• 「クローズアップ現代」 （NHK、2015年4月28日） 等
• 政治的公平 3件

• 「自民党山形県連特別番組」 （山形テレビ、2004年6月
22日）

• 「ニュースステーション」（テレビ朝日、2004年
• 6月22日）
• 「わがまちジャーナル」（武蔵野三鷹ケーブルテレビ、

2006年7月4日）
• その他

• 番組基準違反（パカパカ等）
• 国民の信頼、放送の公共性、社会的影響力等



（参考）国会等における政府説明（清水2016）
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ü 放送法・電波法上の権限発動の要件
「a) 法律の規定に違反した放送が行われたことが明らかであるということに加
え、
b) その放送が公益を害し、放送法の目的にも反し、これを将来に向けて阻止

することが必要であり、かつ、
c) 同一の事業者が同様の事態を繰り返し、かつ事態発生の原因から再発防止

のための措置が十分でなく、放送事業者の自主規制に期待するのでは法律を遵
守した放送が確保されないと認められる
といった極めて限定的な状況のみに、極めて慎重な配慮のもとで運用すべき」

ü 政治的公平についての行政指導の考え方
「政治的問題を扱う放送番組の編集に当たっては、不偏不党の立場から、特定
の政治的見解に偏ることなく、番組全体としてバランスのとれたものでなけれ
ばならないことを意味し、その適合性の判断は、1 つの番組ではなく、放送事
業者の番組全体を見て行う」
「1 つの番組のみでも、例えば、
①選挙期間中またはそれに近接する期間において殊更に特定の候補者や候補

予定者のみを相当の時間にわたり取り上げる特別番組を放送した場合のよう
に、選挙の公平性に明らかに支障を及ぼすと認められる場合
②国論を二分するような政治課題について、放送事業者が一方の政治的見解

を取り上げず、殊更に他の政治的見解のみを取り上げてそれを支持する内容を
相当の時間にわたり繰り返す番組を放送した場合のように、番組編集が不偏不
党の立場から明らかに逸脱していると認められる場合
といった極端な場合には、一般論として政治的に公平であることを確保してい
るとは認められない」
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出典：総務省情報通信審議会情報通信政策部会
「通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会」第２回資料

（条文等は2008年当時）
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番組編集準則をめぐる学説概観
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ü 倫理規範説（多数説）

} 行政の「心構え」以上のものか？

} 実質的に何が懸念されているのか？
不明確／権力監視の妨げ／政府の不当な介入／「萎縮効果」

ü 法的拘束力説（政府見解）

} 電波法76条、放送法174条の運用・業務停止について3要件の限定
が必要か？行政指導と処分は違うのか？

} 対象となる放送の範囲が広すぎないか？対象となる事項が不明確
ではないか？

} 政府統一見解（2016年）は、多角的論点解明義務と政治的公平原
則、選挙の公平性と公職選挙法の規制の関係が整理されていない

} 放送法の全体構造から自主自律を原則とせざるを得ない

ü 違憲説（有力説）

} 放送の自由を通常の表現の自由と同視してよいか？

} アメリカにおけるfairness doctrineの廃止は、同原理が反論制度
と結合していたことが萎縮を招いていたことも一因



番組編集準則を検討する際の論点
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ü 政治・行政から独立した規制機関の不存在
} 放送の不偏不党（１条）の名宛人は本来、政治・行政

} 真剣に執行しようとすればコスト大

ü 番組編集準則の抽象性（参考）

ü 放送事業者の自主自律（３条）に委ねてきた
} 支える措置：番組基準での具体化、番組審議会、基準公表

ü 準則だけを切り出すのではなく、放送規律全体の中での
検討が必要
} 制度だけでなく慣習・産業構造を含む

ü 知る権利の確保と健全な民主主義の発達という制度目的
との関係で、放送の役割を具体的に検討すべき
} 言論市場（システム）と経済市場（システム）の適切な同期・

カップリングが必要



（参考）メディア規律の具体的目標（Hoffmann-Riem）
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1. Pluralism, diversity, fairness, 
and impartiality

2. Equal opportunity in political 
broadcasting

3. Public responsibility in airing 
different interests and 
countering of stereotypes

4. Due accuracy of news

5. Maintenance of cultural and 
linguistic identity

6. Promotion of international 
understanding

7. Maintenance of high-quality 
programming

8. Multiplicity of program formats

9. Coverage of important events

10. Maintenance of competition: 
protection against abuse of 
market power

11. Viability of the different media 
sectors

12. Strengthening independent 
producers

13. Strengthening national and 
regional production resources

14. Protection of juveniles and 
fostering of educational 
programming for children

15. Maintenance of standards in 
matters of violence, sex, taste, 
and decency

16. Personal integrity

17. Responsible advertising

18. Protection of the integrity of 
works of art

19. Consumer protection

20. Skimming the economic value of 
transmission privileges



通信放送融合時代の
放送の社会的役割
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メディア環境の変容
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üＩＣＴの発達による放送・通信の融合、ビジネス・
サービスの変化

ü利用者の能動的なメディア利用
} 多様な意見・情報へのアクセス・選択

} 「匿名」で自分の意見・情報の直接に発信可能

üリコメンデーション・パーソナライゼーション

ü放送を含むマスメディアは、もはやリアルタイムで
の独占的な表現・情報の発信主体ではない

ü全体として国民の表現の自由、知る権利の増大とい
う積極的側面



メディア環境の課題
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ü 新しいメディア環境における問題の顕在化
} フィルターバブル
} フェイクニュース
} ヘイトスピーチ

ü 不正確な情報や偏った意見が急速に拡散
→表現・情報の市場が過度に不安定化
→世論・公衆の分断、少数派の排除のおそれ
} プラットフォーム・ＳＮＳの一部も自主的な取り組みへ
} 動画配信プラットフォームにヘイトスピーチの規制を求めるEU視

聴覚メディア指令改正案

ü 健全な民主主義社会の維持・発展を図るために、
} ＩＣＴによる表現の自由の拡大を促進すると同時に、
} 知る権利を充実させ公衆を維持・発展するメディアの役割を活性

化させること

が経済・産業政策に尽きない、情報法・政策の課題
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出典：総務省「平成28年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」



今後の日本社会における放送の役割
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üグローバル化、人口減少、少子高齢化、
過密化・過疎化の進行等の急速な変容
→価値観の多様化、対立や衝突の増加が予想される

ü社会インフラとしての放送
} 国民の間に広く普及

} 視聴者・社会の側のコスト小

} 多元的な主体による社会生活の基本的情報の供給

} ジャーナリズム

は、社会の構成員の相互理解・対話を促進し、安定
性を保ちつつ持続的に公衆を形成するために、ますま
す重要に



（参考）「今後のICT分野における国民の権利保障等の在り方を考え
るフォーラム」報告書「むすびにかえて」（2010年）
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「近年のＩＣＴの急速な発達により、今まで主に情報の受
け手であった国民が自ら容易に情報を発信する力を持ち始
めてきたことに伴って、従来放送が独占していた「広く公
衆に対してリアルタイムに情報を届けることのできる唯一
のメディア」という地位は大きく変化しつつある。こうし
た環境変化に伴い、放送に期待される役割も、広く公衆に
情報を発信するという機能と同時に、あまたの情報の中か
ら信頼できる情報、役立つ情報を取り上げて公衆に提示す
る、さらには社会的な情報への接触に割ける時間の限られ
ている多くの国民に多角的な観点から情報をわかりやすく
伝え、世論の形成に奉仕する等といった、ジャーナリズム
にふさわしい機能の重要性が、より一層高まってきている
と言うことができるであろう。」



放送規律の具体的な課題と対応策
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•政府が番組内容に直接介入→独立規制機関が不可欠
•番組事業者の自主・自律、インターネットを含むメディア間の競争に委ねるべきではな
いか

①番組の多様性の維持・確保

•司法的救済、ＢＰＯ（人権委員会）
•放送業界の自主的取組、ＢＰＯ（倫理検証委員会）、共同規制も考えられる

②報道被害者の救済・消費者保護

•国会や政党等の外部勢力からの独立とそれを支える経済的・社会的基盤の構築
• とりわけ公平原則は、放送事業者の自主・自律に委ねるべきではないか

③政治等からの言論・報道の独立

•番組への介入の疑いの存在自体が、言論・報道機関としての信頼を損なう
•具体的な基準や手続を透明化する必要

④放送行政の透明性の向上



番組編集準則についての私見
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ü 放送が新しい形で、知る権利を充足できるよう「公共性」は不可欠
} 政治的公平をはじめとする番組編集準則は、放送法に規定するかどうか以前

に、放送事業者が自主的に守るべきことは前提

} 問題は政府権限付きの法的規制によってそれを担保するかどうか

ü 少なくとも政治的公平については政府が権限を行使しないことを法
的に確定させることが、望ましい
} ＮＨＫ（あるいは基幹放送事業者）を除いて番組編集準則を廃止

⇔明快だが番組基準で確保できないおそれもあり

} 権限不行使を規定
⇔現状に戻る可能性がある

} 公平等を具体的な目標にブレークダウンした上で、共同規制
⇔行政の側、事業者側双方の運営能力と透明性が課題

ü 放送の信頼を高めるには、番組の制作・編成のプロセスを適切に規
律することが有用
} 内部の制作・編集プロセスの透明化

} メディア相互の批判・反論

} 放送を公衆一般の批判と評価の下に置く

ジャーナリズムの向上
放送への信頼の維持



放送・コンテンツ産業の活性化
（テレビ放送を念頭に）
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基幹放送の枠組み
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ü 基幹放送
} 放送の多様性・多元性・地域性と県域免許制
} 放送区域へのあまねく普及と総合編成

→同時同報送信による公衆の形成に最も適したメディア

ü とりわけテレビ放送
} 国民の間に普及した端末
} 視聴者が規格の揃った総合編成番組を比較して視聴できる
} AI、IoT時代に、publicとprivateをつなぐ接点となりうる

ü ハード・ソフトの分離・一致
} ソフト単営事業者でも基幹放送である限り公共性を任務とするこ

とは前提
} 無料放送であるところでのハードの経営的課題（→番組の質の低

下の可能性）
} ハード兼営ソフト事業者と他のソフト事業者の競争法上の課題
} 今後の少子高齢化、過疎化の進行により、４波体制が維持できる

か
→地方創生の文脈も含めて放送の地域性の位置を明確にすべき
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